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(57)【要約】
【課題】例えば、金融機関の窓口では本人確認時など限
定した場面で使用されている為、ＩＣカードリーダを常
に駆動させていると消費電力が増大してしまう事が課題
となっている。また、本人確認に使われるパスポート・
免許証・住民基本台帳カードはＩＣチップの位置が異な
り、あらかじめＩＣカードリーダのアンテナ読取り部（
アンテナ）を大きくしておくか、使用者がＩＣチップを
読み込むために、最適な位置を探して置きなおす必要が
あった。
【解決手段】原稿台と媒体を撮像する画像読取部と、画
像読取部にＩＣカードリーダを組みこむ事により、読取
媒体のサイズ・色・形・媒体の記入項目で読取媒体を判
断し、ＩＣカードリーダが必要な媒体の場合に駆動させ
る事が出来る画像読取装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿台と媒体を撮像する画像読取部と、画像読取部にＩＣカードリーダを組みこむ事に
より、読取媒体の固有特性から読取媒体を判断し、ＩＣカードリーダが必要な媒体の場合
に駆動させる事が出来る画像読取装置。
【請求項２】
　前記固有特性に、少なくともサイズ・色・形・記入項目が含まれることを特徴とする請
求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
前記ＩＣカードリーダを駆動させる際に媒体を置く最適な位置を報知する手段を設けるこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、特開２００６-３３２３４号公報(特許文献１)には、原
稿を確実に処理することができる画像読取装置の提供について開示されている。画像読取
装置は、原稿台と、被写体を撮像する画像読取部と、前記原稿台の所定位置に原稿が載置
されたか否かを検出する検出部と、検出信号に応じて、前記原稿台に載置される前記原稿
が前記被写体として撮像されるように前記画像読取部を制御し、前記原稿台に載置される
前記原稿を表す動画像データを情報処理装置に出力する動画像出力制御部と、前記検出信
号に応じて、前記所定位置に載置された前記原稿が前記被写体として撮像されるように前
記画像読取部を制御し、前記所定位置に載置された前記原稿を表す静止画像データを前記
情報処理装置に出力する静止画像出力制御部とを具備していると書かれている。
【０００３】
　特開２００７-２６５４４２号公報（特許文献２）には、帳票に非接触ＩＣタグを設け
、その非接触ＩＣタグと情報の交信を可能とし、文字認識処理された帳票に記載された情
報などを非接触ＩＣタグに記憶させ、その情報に基づいて、搬送処理や分配された帳票の
管理を行うことで信頼性のある帳票処理を行うことができる帳票読取装置および帳票読取
方法を供すると書かれている。
【０００４】
　特開２００３-１５７４０７号公報（特許文献３）には、読取作業の負荷を低減し、作
業効率の向上を図ることができるＯＣＲ帳票、帳票発行システム及び帳票読取システムを
提供すると書かれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６-３３２３４号公報
【特許文献２】特開２００７-２６５４４２号公報
【特許文献３】特開２００３-１５７４０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＩＣカードリーダは常に駆動させておき、カードがかざされると読込みを開始するため
、待機時に電力を消費してしまうという課題があった。また、金融機関などで本人確認に
使われるパスポート・免許証・住民基本台帳カードはＩＣチップの位置が異なるため、あ
らかじめＩＣカードリーダのアンテナ読取り部（アンテナ）を大きくしておくか、アンテ
ナ部が小さい場合は利用者がＩＣチップを読み込む際に、最適な位置を探して置きなおす
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必要があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
【０００８】
　本発明は、原稿台と媒体を撮像する画像読取部と、画像読取部にＩＣカードリーダを組
みこむ事により、画像読取部で取得した画像から媒体の種類を判別し、ＩＣカードリーダ
が必要な媒体の場合に駆動させる事が出来る画像読取装置。また、ＩＣカードリーダ駆動
に際して、取得画像から利用者に媒体を置く最適な位置を報知する機能をもつことを特徴
とする。
【０００９】
　すなわち、読取った画像からＩＣカードリーダを駆動させ、媒体の位置誘導を行う事が
出来る。
【００１０】
　ＩＣカードリーダと画像読取装置を組み合わせた構成により、画像読取で得られた情報
を使ってＩＣカードリーダ駆動できる。
【発明の効果】
【００１１】
　取得画像からＩＣカードリーダを駆動するか否かの判断をするため、ＩＣカードリーダ
は常に起動をしておかなくても良くなり、待機時の電力削減が図れる。本人確認資料を最
適な位置に誘導することにより、どのＩＣカードにでも対応できうる大きさまでＩＣカー
ドリーダのアンテナ部を大きくする必要はなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のＩＣカードリーダ機能付スタンド型画像読取装置の構成図の例である。
【図２】本発明のＩＣカードリーダ機能付スタンド型画像読取装置で読取る帳票やＩＣチ
ップ付きカードの例である。
【図３】本発明のＩＣカードリーダ機能付スタンド型画像読取装置の構成を示す図である
。
【図４】本発明のＩＣカードリーダ機能付スタンド型画像読取装置とＩＣリーダの駆動を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下実施例を用いて説明する。
【００１４】
　図１は、本実施例のＩＣカードリーダ機能付スタンド型画像読取り装置（以下、画像読
取装置）の構成図の例である。画像読取装置は、画像読取装置本体部１、ＩＣカードリー
ダ１１、ＩＣカードリーダ制御装置２０、情報処理装置３０を具備している。情報処理装
置３０は、画像読取装置本体部１とＩＣカードリーダ制御装置２０に接続されている。
【００１５】
　画像読取装置本体部１は、台座部２とスタンド部３とヘッド部４とから形成されている
。台座部２は原稿台５とスタンド保持部７から形成されており、原稿台５内部には、ＩＣ
カードリーダ１１が具備されている。ＩＣチップ付きカード４１がＩＣカードリーダ１１
の上に置かれたときに、ＩＣチップ４２から読み込まれたデータはＩＣカードリーダ制御
装置２０に送られる。
【００１６】
　ヘッド部４にはレンズ部６と被写体を撮像する画像読取部１０を備えている。画像読取
部１０は、スタンド部３に支持され原稿台５から一定の高さに配置されており、原稿４０
もしくはＩＣチップ付きカード４１が置かれると画像を取得する。
【００１７】
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　図２は、台座部２に置かれる、原稿４０とＩＣチップ付きカード４１の例である。ＩＣ
チップ付きカード４１には、ＩＣチップ４２が具備されている。
【００１８】
　図３は、画像読取装置の構成を表すブロック図である。
【００１９】
　画像読取装置１０は、原稿台５に原稿４０もしくはＩＣチップ付きカード４１が載置さ
れ、画像を取得した場合に情報処理装置３０の制御部３１にデータを転送する。制御部３
１では、あらかじめ定義されている固有情報から、取得した画像が原稿４０かＩＣチップ
付きカード４１かを判断する。表示装置３２に、判断結果を表示すると共に、ＩＣチップ
付きカード４１の場合は、ＩＣカードリーダ制御装置２０のＩＣカードリーダ制御部２１
に報知し、ＩＣカードリーダ制御部２１からＩＣカードリーダ１１を動かす。
【００２０】
　図４は、画像読取装置の構成を示すフローチャートである。
【００２１】
　例えば、利用者が台座部２に原稿４０もしくは、ＩＣチップ付きカード４１を置き（ス
テップＳ１）、画像読取部１０で画像が取得される（ステップＳ２）。取得された画像は
、記憶装置３３にあらかじめ定義されている固有情報を使って、免許証・住民基本台帳・
パスポート等のＩＣチップ付きカード４１であるか判断する（ステップＳ３）。
【００２２】
　ＩＣチップ付きカード４１と判断した場合には、上記の取得した画像からＩＣチップ付
きカード４１の載知位置を確認する（ステップＳ４）。記憶装置３３にあらかじめ保存し
ているＩＣチップ付きカード４１に応じたＩＣチップ４２を読む上で最適な載知位置と（
ステップＳ４）で使用した画像から載知位置を情報処理装置３０の制御部３１で比較する
（ステップＳ５）。
【００２３】
　最適でないと判断されれば、表示装置３２に最適な位置をアナウンスし、利用者に載知
させ再度画像を取得するよう促す（ステップＳ６－２）。再度取得された画像は（ステッ
プＳ４）にて載知位置を確認する。
【００２４】
　（ステップＳ５）にて、ＩＣチップ付きカード４１が最適な載知位置であると判断され
ると、ＩＣカードリーダ制御装置２０のＩＣカードリーダ制御部２１からＩＣカードリー
ダ１１を駆動させ、ＩＣチップ４２を読取る（ステップＳ６－１）。
【符号の説明】
【００２５】
　１…画像読取装置本体部、２…台座部、３…スタンド部、４…ヘッド部、５…原稿台、
６…レンズ部、７…スタンド保持部、１０…画像読取り部、１１…ＩＣカードリーダ、２
０…ＩＣカードリーダ制御装置、２１…ＩＣカードリーダ制御部、３０…情報処理装置、
３１…制御部、３２…表示装置、３３…記憶装置、３４…コンピュータ、４０…原稿、４
１…ＩＣチップ付きカード、４２…ＩＣチップ。
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